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はじめに 

 

１．景観とは？  
 

 「景観」とは，眺められる対象を示す「景」と，それを眺める人の価値観を示す「観」

が組み合わさった言葉です。つまり，眺められる対象が眺める主体である人の目に映った

際に，その人が受ける印象などを表した言葉であると言われています。 

 このため，「景観」は単に存在しているだけではなく，それを「観る」「観られる」とい

う私たちの行為が伴って存在していることから，「景観」とは，私たちが目にしている日々

の営みである暮らしそのものを映し出したものであると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２．なぜ，景観まちづくりが必要か？ 
 

 今，各地で地域の個性を活かし伸ばしながら，市民および事業者等と行政が協働して取

り組む「まちづくり」が盛んです（以下，「協働」は，国分寺市自治基本条例（平成21年4

月1日施行）の定義に基づきます）。 

 環境まちづくり，防災まちづくり，福祉やバリアフリーのまちづくりなど，様々なまち

づくりに関する取組みが，それぞれの目指すべき目標の実現に向けて展開されています。 

 こうしたまちづくりに向けた個々の取組みの結果として最終的に目に映る形となって現

れたものが，普段私たちが目にする「まちの景観」です。もしも，それぞれのまちづくり

への想いと取組みがいくつも重なって形成された「まちの景観」が美しく，市民一人ひと

りにとって心地よく，魅力あふれるものになるのであれば，誰もが喜ばしいと思うはずで

す。様々なまちづくりを通じて形成される「まちの景観」を魅力的なものにするには，ま

ちづくりに関わる一つひとつの施策や事業が景観的側面から配慮されなければなりません。

そのためには，市民および事業者等と市が，まちの目指すべき景観像を共有し，その実現

に向けて取り組んでいく必要があります。 

 目指すべき景観像を，まちづくりを通じて実現すること，これこそが「景観まちづくり」

の姿であり，市民がいつまでも国分寺市で暮らし続けたいと思う気持ちを育むためにも，

景観まちづくりが必要です。 

景観 
眺められる対象が 

眺める主体である人の目に映った際に， 
その人が受ける印象など 

景 
眺められる対象 

観 
眺める人の価値観 ＋ 
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 景観まちづくりの第一歩は，私たちが暮らしているまちの景観に興味をもつことから始 

まります。手入れが行き届いた庭木や生垣，花で飾られた商店街，凛とした佇
たたず

まいの屋敷

林，丁寧に磨きこまれた門・塀や住宅の壁などといった身近な景観が醸
かも

し出す雰囲気に対

し，私たちは知らず知らずのうちに，安らいだり，心が躍ったりしていると思います。一

方，ごみが散乱している歩道，周囲の景観から突出した印象を与える色彩や外観の建築物，

看板などからは，どこか落ち着かない印象を受けてしまいます。 

 つまり「景観まちづくり」を進めていくためには，まずは我がまちの景観に関心を払う

こと，そして，自分にできる小さなことから取り組んでいくことが大切であると言えるの

です。言い換えれば「参考になることは真似てみよう，悪いことは真似をしないようにし

よう」という想いを，私たち一人ひとりが心の奥底から感じ，そして具体的に実践してい

くこと，すべてはそこに帰着していきます。 

 市民が魅力を感じるまちは，市を訪れる人にもきっと魅力的に映るはずです。「景観まち

づくり」を進めることで，国分寺市を居住先として積極的に選択する人が増えることにな

れば，市の活力を維持し，また発展させていく上でも重要な取組みになると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観 様々なまちづくり 人々の活動 

良好な景観を目指し， 
国分寺市を魅力的なまちにするために 

景観まちづくりが必要 
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３．景観まちづくりを進める背景 
 

１）社会的背景 

わが国では，これまで景観と言えば，鎌倉や京都などの歴史的まちなみや，自然が織り

なす風景などについて，高い関心が寄せられる傾向にありました。しかし，昨今では，そ

うした景観に加え，一般市街地や商業地における景観など，生活に身近な景観についても

関心が高くなっています。このような景観に対する一般的な関心の変化の背景には，人々

の価値観が量的充足のみならず，質的なものまでをも追い求めるようになったことがある

と言われています。 

そこで，平成15年７月には国土交通省から「美しい国づくり政策大綱」が発表され，良

好な景観の形成が国政上の重要課題として位置付けられました。なかでも，良好な景観の

保全・形成への取り組みを総合的かつ体系的に推進するため，景観に関する基本理念等を

規定する景観についての基本法制の確立が明示され，これを受け，平成16年６月に「景観

法」が公布されました。景観法の制定以降は，同法を中心としながら地域の歴史や文化，

風土に根ざした良好な景観づくりがさらに進められています。 

東京都においても，景観法制定以前である平成９年に自主条例としての景観条例が制定

されるなど，従来より良好な景観形成に取り組まれてきており，平成16年の景観法制定を

契機に，さらに推進されています。 

 

２）市における背景 

 市には，国分寺崖線※１の斜面林，湧水などの緑と水の景観や，史跡武蔵国分寺跡をはじ

めとした歴史的な趣が感じられる魅力ある景観が残されています。 

 また，近年，国分寺駅や西国分寺駅周辺において中高層住宅や様々なタイプの商業施設

の集積が進み，にぎわいのある景観が形成されています。一方で，国分寺らしい景観資源

の代表である市街地に残された農地の宅地化や崖線周辺の開発により緑が減少するなど，

市の景観は少しずつ変化してきています。 

 これまで，市では「第四次国分寺市長期総合計画」や「国分寺市都市マスタープラン」，

「国分寺市緑の基本計画」，「国分寺市環境基本計画」，「国分寺市まちづくり条例」など，

個々の計画や条例等に基づき景観形成の取組みを進めてきました。このような経過の中で，

「第四次国分寺市長期総合計画」策定の基礎資料を得るために行われた平成17年度の市民

意向調査では，市内の「自然や緑の豊かさ」に対する満足度が１位となっており，かつ市

内の自然の保全や創出に対する関心が高くなっています。また，平成21年度に行った「国

分寺市の景観に関する意識調査」（33ページ参照）でも，自然景観に対して市民が高い関心

を示すとともに，まちなみに対する関心についても高い傾向が見られます。まさに，市民

においても良好な景観形成に対する関心が高まってきており，市民が誇りと愛着を持てる

まちづくりを一層進めていくため，市の景観形成を通じたまちづくりの考え方やそのより

どころとなるものが求められています。 

 
※１：崖線（がいせん）…崖の連なり 
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平成 17年度 国分寺市市民意向調査「地域のくらし満足度（「満足」「どちらかといえば満足」の合計）」 

 

 

４．「国分寺市景観まちづくり指針」策定の目的 
 

市民がいつまでも，愛着と誇りを持って住み続けたいまちにするためには，市民および

事業者等と市の協働によって，国分寺市の景観を守り育んでいくことが重要です。 

 このためには，それぞれの地域で育まれた固有の景観を保全し，後世に伝え残していく

視点や，新たに魅力ある景観を育み，活力あふれる景観を創出していく視点をもって景観

まちづくりを進めていくことが重要です。そして，良好な景観を形成するためには，市民

および事業者等と市が「あるべき景観像」を共有することが望まれます。 

この「あるべき景観像」の実現に向けて，魅力ある景観形成に取り組んでいくためには，

景観まちづくりの方向性を示すよりどころが必要です。 

そこで，市では独自の「国分寺市景観まちづくり指針」を策定し，今後，良好な景観ま

ちづくりを進めていくとともに「国分寺市まちづくり条例」と連携させ，総合的なまちづ

くりの一層の推進を図っていきます。 
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第１章 景観の現状と課題 

 

１．景観の成り立ち 
 

１）自然的背景 

 市は，武蔵野台地上にあり，国分寺崖線を境にして２つの地域に分かれます。ひとつは，

国分寺崖線の北側に位置する高い地域であり「武蔵野段丘」とよばれます。他方，国分寺

崖線の南側に位置する低い地域は「立川段丘」とよばれます。 

 武蔵野台地の原型は，今から約 15万年～７万年前までの，地球が比較的温暖な時代に，

多摩川が流路を変えながら大量の土砂を積み上げて造り上げたものです。その後，約３万

年～１万年前，地球の寒冷化に伴い海面が低下しました。そのため，多摩川の流れが急に

なり，武蔵野段丘面を削り取って立川段丘面を造り上げました。この際に，武蔵野段丘面

と立川段丘面の境にできた傾斜地が現在の国分寺崖線の原型となっています。 

 一方，多摩川が武蔵野段丘面を浸食している間にも，富士山を中心とする火山灰が降り

続き，台地の上に積もっていきました。しかし，野川や湧水が流れる場所では火山灰は流

され，積もらないため，その周辺の積もる場所との高低差が次第に大きくなり，武蔵野台

地に多くの谷や窪地が造られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 国分寺市付近の地形のようす 
出典：「ふるさと国分寺のあゆみ」国分寺市教育委員会 2007 年 3月改訂版 

 

 

 

 

 

 

 

図 国分寺市付近の地形 南北断面図 
出典：「ふるさと国分寺のあゆみ」国分寺市教育委員会 2007 年 3月改訂版 
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２）歴史的背景 

～奈良時代～ 

市は，聖武天皇の勅願により各国に建立された官寺である国分寺が置かれた地です。 

 当時，武蔵国は20郡を包有する大国であり，現国分寺から約3km南に国庁（現府中市 大

國魂神社付近）がありました。聖武天皇は，各国における国分寺建立に際して，「造塔の寺

は，国の華であるから好所を選べ。」との条件をつけました。そこで，屏風のような高台を

背に広々とした低地が多摩川まで続く，現西元町・東元町の地が選ばれました。武蔵国分

寺は，諸国の国分寺の中でも有数の広大な敷地を有し，僧寺金堂は最大級の規模を誇りま

した。 

 武蔵国の政治・文化の中心であった当地には，武蔵国府と上野（こうずけ）国府を結ぶ

幹線である「東山道武蔵路（とうさんどうむさしみち）」が築かれました。東山道武蔵路は，

幅約12ｍの直線道路で，武蔵国分寺公園の西側から遺構が発掘されています。 

～鎌倉時代～ 

政治の拠点であった鎌倉と関東各地を結ぶ鎌倉街道が関東一円に設けられました。市内

にもそのうちのひとつが通り，恋ヶ窪に宿駅（恋ヶ窪宿）が置かれたと伝えられています。 

 鎌倉時代末に起きた「分倍河原の戦い」によって武蔵国分寺が焼失し，それを契機に国

分寺・恋ヶ窪地域は徐々に農村集落へ変わっていきました。 

～江戸時代～ 

玉川上水の分水が現市内に引かれるとともに農業用水として利用され，農業が発展して

いきました。江戸時代中期に入ると，幕府は新田開発を奨励し，本多新田，野中新田など

の新田開発が進み，武蔵野段丘面にも農地と農村集落が形成され，玉川上水の分水は生活

用水にも利用されました。また，冬季に吹く強い北風から家屋を守る防風林となる屋敷林

が設けられ，五日市街道沿いの地域などでは現在も残されています。 

 現在，分水の中止によって通水がなくなったために，暗きょ化されるなどして，その姿

を見ることは難しいですが，江戸時代には農家の主屋と背後の田畑の間を横切る形で分水

が流れていました。田畑は屋敷の間口幅のまま，屋敷の背後に短冊型に細長く広がってい

ました。この短冊型の区割りは，現在も北町や並木町をはじめとする市内各所にその名残

があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 国分寺市域内旧村区分図 
出典：「ふるさと国分寺市のあゆみ」 

平成 18 年 3 月 

図 史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区） 
整備実施計画 鳥瞰図 
平成 21 年 2 月 
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３）市街化の進展と景観への影響 

 明治維新を経て，わが国の近代化が進むなか，明治 22（1889）年に甲武鉄道（現 JR中

央本線）が開通し，国分寺駅の開業とともに駅を中心として徐々に都市化が進みました。 

 さらに，明治27（1894）年の国分寺・東村山間の川越鉄道（現在の西武国分寺線）開通，

その後進められた別荘の誘致と，鉄道の新設や道路整備などによる交通機関の発達，関東

大震災後の東京市民の郊外進出などにより，人口は徐々に増えていきました。 

 第２次世界大戦後になると，市は都心の近郊住宅地として注目され，一般住宅とともに

都営住宅などの住宅団地の建設が行われるようになりました。 

 その結果，農地や樹林地の宅地化が進み，平坦面に大きく造成された住宅地，崖線斜面

地に階段状に建てられた住宅地など，様々な住宅地の形態が見られるようになりました。

そのため，農地や屋敷林，崖線上の斜面林などの緑は減少していきました。 

 また，この間，昭和 48（1973）年，現在の JR武蔵野線の開通により西国分寺駅も開設

されるなど，鉄道駅を拠点に市の顔となる往来の中心地が形成され，さらににぎわいを見

せるようになりました。 

 現在，かつてほどの急速な市街化は見られなくなりましたが，宅地化による農地や樹林

地の減少は，依然として続いています。 

 

４）景観の捉え方 

 市の景観は，国分寺崖線の地形の起伏，その地形の高低差によって流れ出る湧水や崖線

の斜面林をはじめとする緑などのうるおいのある自然景観が特徴的です。また，古く奈良

時代より武蔵国の政治・文化の中心であった往時の面影を残す史跡などの貴重な歴史景観

が見られることも，特徴のひとつです。一方，第２次世界大戦後の住宅地開発により形成

された様々な形態の住宅地や，国分寺の産業を支えた農業の営みなど，市民の暮らしの基

盤となる生活景観が市内の各所で見られます。さらに，国分寺駅などの鉄道駅を中心に商

業が栄え，にぎわいと活気のある商業景観が形成されていることも特徴のひとつとしてあ

げることができます。 

 このように，市の景観は，自然，歴史，生活，商業の４つの景観に大別し，捉えること

ができます。今後，この４つを基本とした上で，景観を捉えていきます。 
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図 地形の景観特性図  

   ※図中の番号は，次ページの写真番号と対応しています（以下 31ページまで同様）。 

※１ 

２．景観特性 
 

１）自然景観資源 

（１）地形 
 市域北側の高台と南側の低地との境にある崖は，「国分寺崖線」と呼ばれ，広範囲に渡っ

て市内の景観の骨格になるとともに，貴重な緑や湧水を身近に感じさせる存在となってい

ます。 

 崖線による地形の起伏は，崖線下において，遠景からでも確認できるほど明らかです。

そして，崖線の下では玉川上水以南の武蔵野段丘面で涵養された地下水が湧き出ている箇

所が多数見られます。 

 また，野川の上流部において台地が侵食されたことで形成された谷が，変化に富んだ地

形を形成し，それぞれの場所の景観を特徴づける要因となっています。 

 また，崖線上からの崖線下への眺望など崖線の高さを活かした眺望景観が特徴的です。 

 このように，豊かな地形の起伏は，国分寺らしさを形成する上で非常に重要な景観資源

として捉えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：傾斜角度５°以上の斜面地を基に崖線位置を記載（出典：平成 20年度 国分寺市都市計画基礎調査業務委託 －斜面地
調査・建物高さ調査-） 
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①国分寺崖線遠景（西元町１丁目） 

③崖線上からの眺め（泉町１丁目） 

起伏のある地形や斜面林などが，市の代表

的な景観を形成しています。 

崖線上から，国分寺駅周辺の都市的な景

観を眺望できます。 

⑦西町２丁目の坂道 

見通しのよい直線的な坂道が続きます。 

④内藤２丁目の坂道 

地形の起伏によって特徴のある景観を形成

しています。 

⑥真姿の池付近（東元町３丁目） 

崖線による高低差から，崖線下を眺める

ことができるポイントです。 

⑧南町３丁目の坂道 

中心市街地に近い地域の緩やかなカー

ブを描いた坂道です。 

⑤西恋ヶ窪１丁目の坂道 

②国分寺崖線遠景（光町１丁目） 
崖線の緑は，住宅地からも見通すことが

できます。 

崖線斜面を縫うように登る道は，高低差を

実感することができます。 
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図 緑の景観特性図 

（２）緑 
 市内には国分寺崖線沿いに残された斜面林，武蔵野の雑木林の面影を残す西恋ヶ窪緑地

（通称：エックス山），まとまった緑が残る鎮守の森，広がりのある景色の農産物の畑や植

木の圃場
ほじょう

※１，五日市街道沿いの歴史性を感じさせる屋敷林が見られるなど，様々な形で緑

が残されており，これらは市の自然を象徴する景観となっています。特に緑の骨格的な景

観資源となる崖線斜面林については，東元町３丁目，西元町１丁目などの国分寺崖線緑地

保全地域※２，市の保存樹木・保存樹林制度※３に基づいて指定された西町４丁目や東恋ヶ窪

５丁目などの保存樹林などにまとまって残されており，緑のスカイライン※４を形成してい

ます。さらに，崖線周辺にある農地や国分寺緑地，武蔵国分寺公園と一体となって，景観

的な広がりが見られます。 

 近年では，崖線斜面林の周辺でも新たな開発などによって崖線下直近でコンクリートむ

き出しの擁壁や基礎が出現したり，崖線斜面林のスカイラインを越えた中高層建築物が建

てられたりするなど，崖線の緑の景観が侵されていく状況となっています。 

 一方，江戸時代の新田開発とともにつくられ，農用林・薪炭林として長く利用されてき

た西恋ヶ窪緑地（通称：エックス山）などの雑木林や，谷の斜面や窪地に残る西恋ヶ窪１

丁目の樹林地が点在しており，周辺の農地と一体となって，台地上における貴重な緑の景

観資源となっています。 

 また，江戸時代の新田開発によって形成された農村集落があった五日市街道沿いなどに

は，防風林として設けられた屋敷林や生垣が残されているとともに，ランドマーク※５とな

る大木も数多く見られ，市街地にうるおいを与える貴重な要素となっています。 

 

 

※１：作物の生産・管理を行うための場所 
※２：「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき緑地保全地域に指定されており，自然環境保全地域・森林環境保全地域・里山

保全地域・歴史環境保全地域を除き，樹林地，水辺地等が単独で，又は一体となって自然を形成している市街地近郊の地域において，そ
の良好な自然を保護することが必要な土地の区域。（出典：東京における自然の保護と回復に関する条例 第４章 第１節より抜粋） 

※３：貴重な樹林や大木を次世代に残していくため，「国分寺市緑の保護と推進に関する条例」により一定の基準を満たす樹木・樹林を保
存樹木・保存樹林地に指定して奨励金を交付し，自己管理していただく制度（出典：市ホームページより） 

※４：空を背景として，都市の高層建築物や山岳の稜線などが描く輪郭線のこと 
※５：土地における方向感等の目印になる建物や樹木など，地域を象徴するシンボルとなるもの 
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②西恋ヶ窪緑地（通称：エックス山）（西恋ヶ窪３丁目） 

⑦街道沿いの屋敷林（北町１丁目） 

⑤市街地内の農地（東恋ヶ窪４丁目） 

武蔵野の雑木林の面影を残す貴重な存在

です。 

③平兵衛樹林地（光町１丁目） 
崖線沿いに残る樹林地であり，豊かな緑と

崖線の起伏が特徴です。 

⑥市街地内の農地（日吉町４丁目） 

周囲を緑に囲まれた農地です。 

⑧道路沿いの屋敷林（光町１丁目） 

屋敷林がまとまり，連続的に立ち並ぶ景観

が見られます。 

④姿見の池緑地保全地域（西恋ヶ窪１丁目） 
樹林地内には，未舗装の散策路があり，

自然の姿を残しています。 

①国分寺崖線の斜面林（西元町１丁目） 
国分寺崖線の斜面林によって緑のスカイ

ラインが形成されています。 

農地に隣接して，戸建住宅や中高層住宅

が建っています。 

街道沿いに屋敷林が見られ，歴史的な雰

囲気が感じられます。 



国分寺市景観まちづくり指針 

 

 

 

-12- 

図 水辺の景観特性図 

（３）水辺 
 国分寺崖線沿いには，環境省選定の名水百選の一つであるお鷹の道・真姿の池湧水群や，

次郎弁天の清水と呼ばれた殿ヶ谷戸庭園内の湧水，東京経済大学構内の新次郎池などの湧

水が多く残されています。さらに市内には，姿見の池や元町用水をはじめとした水路など

身近な場所に水辺景観を楽しむことのできる場所のほか，日立中央研究所内の池と湧水群

をはじめとした私有地内にある水辺など，貴重な景観資源が見られます。 

 日立中央研究所内の湧水群等を水源とし，崖線沿いの湧水を集めて流れる野川は，かつ

ては豊かな生物の生息環境を有し，うるおいのある水辺景観を形成していましたが，現在

ではこれまでの洪水対策によりコンクリート三面張り構造となり，多様な生物の生息環境

が失われ，親水性も乏しくなっています。 

 また，武蔵野台地上において暮らしと密接に関わって，親しみある水辺景観を形成して

いた水路も，暗きょ化や下水道整備などに伴う流量の減少などにより，現在では身近な親

水空間ではなくなりつつあります。例えば砂川用水は，北側が枯渇し，水路跡をとどめる

だけとなっており，南側は水流が残っていても民家の庭先を流れる程度にとどまっており，

水流を見られる場所は並木公民館の北側などに限られています。恋ヶ窪用水は，ほとんど

が暗きょ化されましたが，姿見の池とともに用水路の一部が復元整備され，うるおいのあ

る水辺景観を形成しています。さらに，自然景観資源である地下水を活用した｢むかしの井

戸※１｣が公園に設置され，「井戸端会議※２」の開催など，地域のふれあいの場を形成してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：自由に使える生活用水施設として，市が公園等に設置した手押しポンプ井戸のこと 
※２：月に 1回・1時間程度，簡単な水質検査や，ポンプの手入れなどを行いながら，井戸や地下水の話に加え，防災や防犯・地

域の情報を話し合う会 
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①真姿の池（西元町１丁目） ②姿見の池（西恋ヶ窪１丁目） 
湧水によりうるおいある水辺景観を形成

しています。お鷹の道とともに今なお昔

ながらの風景を残す貴重な景観資源で

す。 

親しみやすい身近な水辺景観が形成さ

れています。 

④日立中央研究所内の池（東恋ヶ窪１丁目） 

年に１～２回一般開放され，うるおいある

景観を楽しむことができます。 

③新次郎池（南町１丁目） 

東京経済大学内にある湧水地です。 

⑤元町用水（お鷹の道周辺）（西元町１丁目） 

お鷹の道とともに，身近な親水空間として整

備されています。 

⑧野川（東元町２丁目） 

市内を流れる唯一の河川です。 
⑦恋ヶ窪用水（西恋ヶ窪１丁目） 

昔の用水をイメージして姿見の池周辺の一

部が復元整備されました。 

⑥次郎弁天の池（南町２丁目） 

殿ヶ谷戸庭園の敷地内を湧水が流れ，庭

園と調和した景観を形成しています。 
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図 史跡の景観特性図 

２）歴史景観資源 

（１）史跡 
 市には，武蔵国分僧寺跡および武蔵国分尼寺跡をはじめとする数多くの史跡が泉町や西

元町を中心に残されており，これらは市の歴史の奥深さを印象付ける固有の景観を形成し

ています。 

 武蔵国分僧寺跡周辺は，豊かな自然景観が残されるものの，歴史景観の魅力を十分に感

じにくい状況となっています。市の取組みとして，平成15年度より「史跡武蔵国分寺跡（僧

寺地区）新整備基本計画」に基づき，歴史公園として整備・活用する計画を進めています。

また，武蔵国分僧寺跡一帯には金堂跡や七重塔跡などの遺構が確認されており，これらは

歴史的な重みを伝える上で重要な歴史景観資源といえます。 

 武蔵国分尼寺跡では保存整備事業が完了し，復元された金堂の礎や塀などからは歴史的

な魅力が感じられます。北側一帯の平坦部には，尼寺関連の遺構群が埋没していると考え

られていますが，保存したまま広場として活用されており，地域に親しまれた歴史公園と

なっています。さらに北側の崖線には，伝鎌倉街道の切通しが残り，その西側に伝祥応寺

跡，東側に塚跡があり，武蔵国分尼寺跡の周辺には，往時を偲ばせる景観が形成されてい

ます。 

 さらに，近代に入ってからの別荘地開発によって造成された庭園の名残を日立中央研究

所内の園池や，都立殿ヶ谷戸庭園で見ることができ，いずれも湧水源を持つ貴重な緑の空

間として残されています。 

 これらの景観資源は，国分寺らしさを際立たせるとともに，地域の個性ある景観に深み

を与える重要な景観要素として捉えることができます。 
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①武蔵国分僧寺跡（西元町２丁目） ②武蔵国分尼寺跡（西元町４丁目） 
郷土の歴史を語り継ぐよりどころであるとと

もに，今後，往時の面影を復元する事業

が計画されています。 

平成 15 年に復元整備事業が完了し，現在
は歴史公園として市民に親しまれています。 

③七重塔跡（西元町３丁目） 
七重塔があったとされる場所です。周囲には農

地や広場などがあります。 

④武蔵国分寺主要伽藍礎石（西元町２丁目） 
武蔵国分寺の主要伽藍で使われていた

とされる礎石です。 

①武蔵国分僧寺跡（西元町２丁目） 

②武蔵国分尼寺跡（西元町４丁目） 

②武蔵国分尼寺跡（西元町４丁目） 

①武蔵国分僧寺跡（西元町２丁目） 
周辺は豊かな自然に囲まれ，落ち着いた雰

囲気があります。 
礎石が設置され，往時を偲ばせる景観を形

成しています。 

郷土の歴史の奥深さを印象付ける景観資

源が残されています。 
史跡周辺には，住宅地が隣接している場所

もあります。 
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図 神社仏閣の景観特性図 

（２）神社仏閣 
 市には，神社仏閣が多数残されており，境内を囲む鎮守の森が固有の歴史景観を形成す

る上で重要な役割を担っています。 

 往時の雰囲気を残すものとしては，西元町にある国分寺薬師堂（1755年 再建），国分寺

仁王門（1751～64年 建立），国分寺楼門（1895年移築）などの文化財が，歴史的な雰囲気

を漂わせ，周囲は湧水に恵まれ静けさが感じられる景観を形成していることも特徴です。 

 また，崖線周辺にある光町の稲荷神社や西元町八幡神社，西町の観音寺，神明社なども，

周辺の崖線の緑や境内の緑とともに，落ち着きある歴史景観を形成しています。 

 武蔵野段丘面には，江戸時代の新田開発によって多くの人が移り住んだころに村の鎮守

として建立された神社仏閣が点在しています。愛宕神社（北町），八幡神社（本多）などの

神社は，鎮守の森が地域の緑の拠点として，豊かな自然と昔ながらの面影を残す重要な要

素となっています。 

 これらは，いにしえの人々の心のよりどころだったことを偲ばせる重要な景観資源であ

り，周囲の緑と一体となって，歴史的な趣を感じさせる景観を形成しています。 
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①国分寺本堂（西元町１丁目） 

⑤熊野神社（西恋ヶ窪１丁目） 

⑦神明社（西町２丁目） 

周囲を緑に囲まれ，悠然とたたずむその姿

は，市のシンボルとなっています。 

②国分寺楼門（西元町１丁目） 

③国分寺薬師堂（西元町１丁目） 

国分寺仁王門や西元町八幡神社とともに，

市の歴史を今に伝える重要な存在です。 

⑥西元町八幡神社（西元町１丁目） 

境内の緑が周辺の崖線の緑とともに，歴史

的な景観を形成しています。 

⑧観音寺（西町２丁目） 

崖線の緑に囲まれ，落ち着きのある景観を

形成しています。 

④国分寺仁王門（西元町１丁目） 
仁王門の先には薬師堂があり，周囲の緑と

一体となって歴史的な景観を形成していま

す。 

地域のよりどころとなる，歴史的な趣を感じ

させる景観を形成しています。 

崖線上の際にあり，境内からは樹木の隙間

を縫って，眺望を楽しむことができます。 

市指定重宝となっている国分寺の変遷を知

る上で重要な建物です。 




